
 

河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について 
 
 

河川敷地占用許可準則（以下、「準則」という。）第二十二第１項及び第２項の規定

に基づき、都市及び地域の再生等のために利用する施設が占用することができる河川

敷地の区域（以下、「都市・地域再生等利用区域」という。）を指定するとともに、当

該都市・地域再生等利用区域における都市及び地域の再生等のために利用する施設に

関する占用の方針（以下、「都市・地域再生等占用方針」という。）及び当該施設の占

用主体（以下、「都市・地域再生等占用主体」という。）を次のとおり定める。 
 
令和８年３月２４日 
 

九州地方整備局長 
 

第１ 都市･地域再生等利用区域 
白川水系白川流域で別図に示す区域 

 
第２ 都市･地域再生等占用方針 

（１）占用の許可を受けることができる施設 
広場、イベント施設、遊歩道、食料貯蔵施設、及びこれら施設と一体をなす

飲食店、売店、オープンカフェ、キャンプ場等 
（準則第二十二第３項第一号、第二号、第三号、第六号及び第十一号） 

 
（２）許可方針 

１．占用申請にあたっては、河川法及びその他の関係法令を遵守すること。 
２．河川管理者が必要として付した許可条件を遵守すること。 
３．占用する区域及びその周辺の河川環境等との調和や景観に配慮したもので

あること。 
４．阿蘇立野ダム周辺地域の振興に寄与するものであること。 
５．占用の許可を受けることができる施設及びその周辺においては、良好な水

辺空間を確保するため清潔の保持、適切な維持管理に努めること。 
６．占用の許可期間中に河川利用者等からの占用の許可に関する苦情があった

場合は、都市・地域再生等占用主体が解決に努めること。 
７．施設の使用にあたっては、その機能や稼働の支障とならないよう、措置を

講ずること。また、白川の流下やダムの貯留に影響を与える場所（ダム直

上流河床付近）に施設を設置する場合は、容易に移設できる一時的なもの

に限る。 
８．施設の使用に対し、河川管理者から指示があった場合は、その指示に従う

こと。 



 

９．降雨、水位、風、地震等の情報を常に把握し、危険の恐れがある場合は施

設の使用を中止し、速やかに河川管理者に連絡すること。 
10．河川管理者が緊急的に施設を使用する場合は、直ちに使用を中止すること。 
11．施設の使用を中止した場合は、利用者を円滑に避難させること。 
12．施設使用者に占用施設の使用をさせる場合には、使用契約を締結し、当該

施設使用者を適切に指導監督すること。 
13．施設使用者に占用施設の使用をさせることにより施設利用料を得る場合に

は、その収入の一部を、当該占用許可を受けている河川敷地における施設

の維持管理及び良好な水辺空間の保全、創出を図るための費用に充てるこ

と。 
14．施設利用料の徴収及び活用状況（占用施設の利用者数や活動状況）を、河

川管理者に、年１回以上で河川管理者が定める回数報告すること。 
 
第３ 都市・地域再生等占用主体 

（１）都市・地域再生等占用主体 
南阿蘇村（準則第二十二第４項第一号） 

 



都市・地域再生等利用区域 平面図

別紙




